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普通肥料の公定規格等の

一部改正について
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我が国で流通している肥料は，肥料取締法(昭和25年法律第 127号〉に

基づき，その品質の保全と公正な取引の確保が図られているが， 同法にお

いては，円滑な取締りに資するため，肥料を主に品質面から;r特殊肥料」

と「普通肥料」とに区分し，これらの生産，輸入に当たって， ~前者を都道
府県知事への届出lliU， 後者を農林水産大臣又は都道府県知事への登録制と
している。

特殊肥料は，米ぬか，たいnInその他の肥料で，r農林水産大臣により指定

されている。一方，特殊肥料以外の肥料は普通肥料とされ，農林水産大臣

により，その種類ごとに公定規格が定められている。

これらの特殊l肥料の指定.普通肥料の公定規格等については， 新肥料の

出現， J肥料の内容の変化等実情に応じ改正されており，昨年度までに特殊

肥料等の指定の改正は合計30回， 普通肥料の公定規格の改正は合計27回行

われている。今年度も公定規格等の改正の申し出(16業者， ，15件)の内容

を含めて検討され，昨年の12刀にその一部改正が行われた。

骨1・米，公定規格等の改正は， t/:f般の事情から10月ないしげ11月に行われ

るのがi!n例となっていたが， ，5S年 l月に我が国がガット・スタンダード協

定を受諾したことに伴い， 肥料公定続格等の改正についても，当該協定に

基づき，事前公告及び通報を行い，協定加盟国の意見を聞かなければなら

ないこととなり，今回の改正においては.，このための意見提出期間を設け

る必要性から， 12月に改正の運びとなった次第である。ぷ~jJ

1. 普通肥料の公定規格の一部改正について

昭和56年12月12日農林水産省告示第1855号により，普

通肥料の公定規格の一部が改正され， 57年 1月12日から

施行された。との改正は，新肥料の出現，原料事情の変

化等に対応して行われたもので， 13種類の規格について

一部が改正された。なお，今回の改正においては，新た

に規格が設定されたものはなく，普通肥料の種類は，従

来どおりU15種類となっている。

(1) 被覆尿素

ア.新たな被覆原料の追加等

従来，被覆尿素の被覆原料については，オレフィ γ系

の被覆原料のみが認められていたが，新たに「硫黄及び

パラフィンワッグス並びにけいそう土又はタルグ」及び

「硫黄及びポリエチレン並びにけいそう土又はタルク」

の2つの硫黄系の被覆原料が追加された。前者は3 既に

被覆複合肥料の被覆原料として認められているものと同

ーのものであり，後者については，これを使用した被覆

尿素が米国において製品化されている。

また，今回の改正により認められた硫黄系の被覆原料

は，従来のオレフィシ系の被覆原料に比較して被覆膜を

厚く(使用割合を大きく〉せざるを得ないため，含有す

べき窒素全量の最小量が従来の 138.0%Jから135.0%J

に改められた。なお，この改正においては，現在の被覆

肥料の製造技術等を勘案し，被覆原料の使用量は原則と

して製品中 2割以下にとどめる方針とされ，その使用量

から当該最小量が定められた。

イ.[fオレフィン樹脂系の被覆原料の改正

オレフィン樹脂系の被覆原料の補助的原料ーとして「け

い石粉末」が追加された。

けい石粉末は，オレフィン樹脂系の被覆原料を使用し

て生産される被覆膜の性質を按水性から親水性に改善す

るためのものであり，これにより水田等の冠水状態にお

ける製品の浮上防止を図ることを目的としている。

(2) 乾燥菌体肥料

乾燥菌体肥料にカドミウム含有量の規制が設けられ，

含有を許される最大量が「窒素全量の含有率 1.0%につ

き0.00008%Jとされた。

従来，乾燥菌体肥料は，重金属等の有害成分を含有す

る恐れがないものとして，これらについての規制は設け

られていなかったが，最近，発酵工業の排水を活性スラ

ッジ法により浄化する際に得られる菌体を加熱乾燥して

生産されるものの一部に，原排水の変化によりカドミウ

ム含有量の高いものが生産される恐れが生じてきたため

これを規制することとなったものである。

(3)二副産塩基性苦土肥料

副産塩基性苦土肥料に， 1発酵工業の排水を海水及び

消石灰で処理して得られるマグネシウム含有物を;乾燥
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し，又は焼成したものの規格が追加された。 類は， 60種類となった。

この規格は，既に副産塩基性苦土肥料として規格が設 (1) くず大豆及びその粉末

昭和57年 2月1日

定されている「パルプ工業の廃水を同様の処理をして生 「くず大豆及びその粉末」が新たに特殊肥料に指定さ

産されるもの」と同じく，排水の 3次処理により得られ れた。この肥料は3 半割等くず大豆又は水ぬれ等により

るマグネシウム含有物の有効利用を目的としたものであ 変質した大豆をr 搾油工程を経ないで、加熱変性させ，フ

る。なお，この肥料は農林水産大臣登録肥料である。 レーク状に庄ぺんしたもの又はこれを粉末にLたもので

(4) 農薬その他の物が混入される肥料 ある。

鉄，銅，亜鉛又はモリブデンの塩類が混入される第一 (2) 転炉さい

種複合肥料，液状複合肥料，微量要素混合肥料及び液体 :~:' I転炉さい」が新たに特殊肥料に指定された。

微量要素複合肥料について，展着促進材の使用義務が廃 従来，転炉さいのうち3 耕土培養法(昭和27年法律第

止された。 235号〉第 5条第 1項の規定により都道府県知事の承認

従来，鉄，銅，亜鉛又はモリブデンの塩類が混入され を受けた耕土培養事業計画において施用資材に定められ

る肥料は，葉面散布用のものに限られ，展着促進材の使 たものについては，耕土培養対策資材として特殊肥料に

用が義務付けられていたが3 最近これらの肥料が水耕栽 指定されていたが，現在耕土培養法に基づく事業が実施

培等葉面散布以外の用途に用いられる実態を踏まえ，そ されていないため，かつて当該施用資材に定められたも

の使用義務が廃止されたものである。 の以外は，同等の品質であっても肥料として生産，流通

2. 特殊肥料の指定の一部改正について できないこととなっていた。このため，今回の改正によ

昭和56年12月12日農林水産省告示第1854号により，特 り，転炉さいを当該事業から切り離し，その施用資材と

殊肥料の指定の一部が改正され，公布の日〈ただし，転 しての指定の有無にかかわらず特殊肥料として生産，流

炉さいの指定に係る部分にあっては57年7月1日〉から 通できるようにされたものである。

施行された。 なお，既に耕土培養対策資材として特殊肥料の届出が

今回の改正により， 2種類の肥料が新たに特殊肥料に されているものについては，届出の変更等の指導が必要

指定され， 1種類の特殊肥料が廃止され， 1種類の特殊 であるため，前述のように，この改正は57年 7月1日か

肥料の指定が一部改正された。この結果，特殊肥料の種 ら施行されることとなった。

!肥料の防男Ij等 肥料の川知! 改 il二 の t既製

肥料公定規格等改正の概要 円ご|二 JJ巴米l 品1jJ}f~J:\!~1，~'1司会 1'1'，:二 1'. 「発作手工業の排水をiiU水/立
)j~半、| びii'il' i I'l(で処王Ij¥して何ら h

肥料の時別守: )j巴半|の判 w C5とーlトーの十l坑 ~lt: るマクネシウム合イ刊をlを':吃
j袋詰h質!肥料 lる: .;k~ J~J一化促進村の使JIJ を 11辺、め 燥したもの」のj制作をJ山JII

ることを!発 liーする。 する。

被援尿素 1 定義をl則的U:.:.する。 J/iSfll'U'iを，'t
l

，二j-_JJ山"1- 九一 ~j-_J反半|に「粁焼マクネシ

2 被説JJ;l料に，j流'"o'lJ.立び アJをj自力11し、これに1'1旬、
ノぐラフインワックス又は ，'~II: .:1-_ 1 J;悼、|から I~)'UJJ(:し fニオt

ポリエチレン並びにけい 内主苛こ1:-粉'-'KJを削除する。

そう 1'.又はタノレク」をj白 炭集その他の 第一一同NiU)j山日| 11Ui促進村の使IIJ義務及ひ!

加するとともに、含有す 物がn-~ 入さJ.L (主失、 JH、'lIi}(i {ii'i内変化1;1，(:JlJJiIiリ村の使川i!iIJI;H
べき京共ミ全IIfの段ノj、fHを るJJ巴本| メはモリブデン を!発 11:する c

'35.0%Jに改める。 iit人)

3 オレフインおtJJ日系のf及 ii引火桜子ト)j巴半、|

被JJj(料に「けし、石粉末」 (;i:1、、主H， 'Ilij:;¥ 
を;WJIIする。

/1 

メはモリブデン

加盟質肥料 けし、同を力II.'.HJJ巴半| ~IIV土 JJ;(半|に「ドロマイト」 出入)

をj且!JIIする。 j}政lH要素出介IJ巴 IJ主ギil}j_'_Jili.j:，jの使IIJ義 務 を 廃

有機質肥料 J;t乙似.~ -1基i(.本)肥料 カドミウムの含有:是の}j~Híll 半、I(主火、 :ilH、'I!i. lしする。

を設ける。(窒素全i誌の合 j:;¥Xはモリブテ

有尋~ 1.0%につきカドミウ ン出入)

ム 0.8ppm以下) ir主体微量要素向

阪合 j肥料 第一種複合肥料 均一化促進村の使用を認め 干，;，-)j巴*-:1-(鉄、;PI，;]、
ることをlili止する. -'1 Ji.j:(i又はモリブ

/1 

第一f'fl複 合j肥料 「りん闘をのマクネシウムア デン u{人)

ンモニウムJ:jí~J を原料に使 ネ子刻、 JJ巴中l 去さ 主十; か す 特殊IJ巴中|のJ行うιをlj正iIする。
用するものにあっては、く

il<f.官1:リん般の保証を認めるつ

「くず大 t川ひその川J I 

を指ぅιするコ

被 WJ.複合)j巴 *'1 定義を IlJJli作にする。 UJI二LJ口三宅介Jlu 「転均:さし、」をJ旨3ιする。

資村) (1M土出張対策資材」から

「転カiさし、」を除外する。)


